
特定子会社包括許可の概要

① 最終需要者の過半数の株式を所有する者が申請する場合（親会社のメーカー等）
② 輸入者の過半数の株式を所有する者が申請する場合（親会社の商社等）
③ ①及び②以外の者が申請する場合（その他のメーカー、商社等）

ＣＰ企業

指導・監査
・申請時と更新時までに
実施（更新は３年に１回）。
・内部監査については毎年

海外子会社
（Ｂ種特定子会社）

（輸入者）(※)

（※）商社の現地法人等を想定

①申請者（親会社） ③申請者

注２）最終需要者であるA種特定子会
社へ貨物を輸出すること、また
は輸入者であるB種特定子会社
を介し、Ａ種特定子会社へ貨物
の輸出等を行うことについて、
‐②の者については、①の者
‐③の者については、①又は①
及び②の者から、

事前同意を得る

（居住者）

②申請者（親会社）

海外子会社
（Ａ種特定子会社）

（最終需要者）（※）

誓約書を申請者へ提出
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指導・監査
・申請時と更新時までに
実施（更新は３年に１回）。
・内部監査については毎年

注１）②、及び③の申請者であり、A種
特定子会社が確定していること
が必要

ＣＰ企業

ＣＰ企業

※日本資本１００％の子会社と実質的に同等と特に認められる
海外子会社（孫会社）を含む。

（参考）

誓約書を申請者へ提出


